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第５回整備委員会協議内容の整理について 

１ 第３回整備委員会協議内容の整理について 

① 有害物質の測定は本施設整備基本計画に記載しない。ただし有害物質（重金属類）

の測定については、地域住民の方に安心していただけるよう事務局で協議を進める。 

② ダイオキシン類の自主規制値は 0.01（ng-TEQ/m3N）、併せて窒素酸化物の自主規制

値を 50（ppm）に変更する。 

③ 新ごみ処理施設の処理体系のうちその他の不燃物類は、現状と同様の処理とする。 

④ 施設全体計画の耐震性能における耐震安全の目標は「構造体Ⅱ類、建築非構造部材

Ａ類、建築設備甲類」、設備機器の設計標準震度は耐震安全性甲類を満足する「耐

震クラスＡ」とする。 

⑤ 建築設備計画における車庫棟に 10ｔ車用を確保する。 

上記について事務局の原案で承認する。 

 

２ 第４回整備委員会協議内容の整理について（非公開会議） 

事務局の原案で承認する。 

 

３ 事業方式について 

・ 評価結果より事業方式は、長期包括方式（ＤＢ＋Ｏ方式）とする。 

上記について事務局の原案で承認する。ただし下記について資料の修正を行うこと。 

・ 評価結果は委員会意見を踏まえ採用した事業方式の優位性が明確となるよう再整理

すること。 

 

４ 発注方式について 

・ 発注方式はプロポーザル方式とする。 

上記について事務局の原案で承認する。ただし下記について資料の修正を行うこと。 

・ ⑶本体施設の発注方式の比較について、記載方法を再整理すること。 

 

５ エネルギー回収施設の処理方式について 

① 処理方式は焼却方式（ストーカ方式）とする。 

② 炉形式は「全連続運転式焼却炉（1日 24 時間連続稼働）」とする。 

③ 系列数は２炉構成とする。 

上記について事務局の原案で承認する。 

 

６ エネルギー利用計画について 

① 同規模の他施設におけるエネルギー利用方法を調査し、資料とすること。 

② 発電＋温水利用について、引き続きメーカーヒアリングを行うこと。 
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上記について調査を行い、エネルギー利用計画は継続して検討することとする。ただし

下記について資料の修正を行うこと。 

・ 図表1-3エネルギー回収方法の評価結果について、評価内容を再整理すること。 

 

７ エネルギー回収施設の煙突高さについて 

・ 予測結果、同規模の他施設の実績及び航空法の規制を考慮し、エネルギー回収施設

の煙突高さは 59ｍとする。 

上記について事務局の原案で承認する。ただし下記について資料の修正を行うこと。 

・ ダイオキシン類濃度の単位をわかりやすい表現にすること。 
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３ 事業方式について（資料３）の変更点 

   ① 事業方式の評価項目に「リスクの予見性」を追加しました。 

   ② 評価点を追加しました。 
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４ 発注方式について（資料４）の変更点 

  ① 発注方式の比較（図表 1-1）の位置を変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

② 発注方式の評価について、「西脇市及び多可町の採用実績」から発注方式を決定した旨の

記載から変更しました。 
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６ エネルギー利用計画について（資料６）の変更点 

  ① 他施設の採用実績を調査した結果を追記しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② エネルギー回収方法の評価結果（図表 1-3）を、温水利用と発電＋温水利用で整理しまし

た。 
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７ エネルギー回収施設の煙突高さについて（資料７）の変更点 

  ① 濃度単位について、pg-TEQ/㎥ N と ng-TEQ/㎥ N の併記を行いました。 

  ② 寄与濃度について、１炉運転時の数値を用いていましたが、２炉運転時の数値に変更しま

した。それに伴い、図表 1-4 についても、２炉運転時の図に変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


